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経済論叢 〔京都大学)第170巻 第1号,2002年7月

持株会社 による組織革新(2)

r菱 合 資 会 社 の コ ーポ レー ト ・ガバ ナ ン スー

青 地 正 史

14持 株 会 社 へ の 変 更 理 由 【2】

本 章 の コー ポ レー ト ・ガバ ナ ンス 論 は,.前 編 第H【章 の.小指 で 示 され た二 つ の

方 向 性 に した が って 展 開 され る もの で あ る、,

1小 弥太の承継問題

まず,三 菱 合 資 会 社 の 持 株 会 社 化 には,小 弥 太 の 社 長 へ の 承 継 問 題 が か らん

でい た と考 え られ る。 一 般 に経 営 者 が 交 替 す る場.合,と くに後 任 社 長 に前 任 者

の身 内 の 者(た と えば,子 息)が 就 任 す る場 合,内 外 か ら批 判 ・不 満 が 噴 出 す

る こ とは,松.卜.電 器,ソ ニ ー や ダ イエ ー の 例 を持 ち出 す まで もな く,.見 や す い

道 理 で あ る。 これ こそ 経 営 者 に と って は,重 大 な コー ポ レー ト ・ガバ ナ ンス の

問題 と認 識 され よ う。 そ の 際,企 業 の ビヘ イ ビア と して,新 経 営 者 の 就 任 に当

た り,社 内 を刷 新 す べ く諸 改 革 が 行 わ れ る こ と も,め ず ら しい こ とで は ないD。

三 菱 合 資 の 持 株 会社 化 も,三 代 目社 長 久 弥 か ら四 代 目社 長 小 弥 太 へ の 交 替 に際

して 行 わ れ た もの で あ り,し か も小 弥 太 は そ の と き弱 冠38歳 にす ぎ なか った 。

そ こで,小 弥 太 の 社 長 就 任 に 至 る経 緯 を 見 て お くこ と に しよ う。

前 任 の 久 弥 とい う人 物 は,三 菱財 閥 で は や や 異 彩 を放 つ 存 在 で あ った 。 創 業

者岩 崎 弥 太 郎 の 嫡 男に もか か わ らず,そ の風 貌 は 弥 太 郎 の 剛 毅 な イ メー ジか ら

Dた とえば、 ダイエーの持株 会社 化には,中 内功 氏の子息潤 氏の承継 問題 が絡んでいた。
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遠 く,細 面 で,村 夫 子 然 と した 趣 が 感 じ られ る1;。実 際,自 然 に親 しみ 農 牧 業

を愛 す る傾 向 を もっ て い た,,久 弥 の興 した.東山 農事 株 式 会社 な どは,他 財 閥 に

は 見 られ ぬ 第一 次 産 業配 こ属 す る もの で あ り,三 菱 財 閥 内 に お い て も 「縁 故 会

社 」1:1とい う不 思 議 な 地位 を与 え ら れ て い た 。 そ の 人 とな りを,伝 記 は 「温 厚 で

地 味 な性 格 で あ り,自 ら強 烈 な リ ー ダ ー シ ップ を発 揮 しな か っ た」5,と伝 え て い

る。 三.菱財 閥 で は 「番 頭 支 配 」 は.見ら れ な か っ た,と い わ れ る こ とが あ る が,

この よ うな 久弥 の時 代 は ま さ し く 「番 頭 支 配 」 が 行 わ れ て い た。 近藤 廉 平 ・荘

田平.五郎 ・豊 川 良平 な ど}の 専 門経 営 者 の ほ か に,二 代 目社 長 弥 之 助 も 「監 務 」

とい う地位 を得 て経 営 に参 画 して い た ので あ る、,

した が っ て,三 菱 合資 の 「事 業 部 制 」 は,久 弥時 代 の番 頭 支配 下 で の 産物 で

あ った こ とが 重 要 で あ る。 「事 業 部 制 」 尊 人 も,小 弥 太 が.主導 権 を と った の で

は なか っ た と,宮/1隆 泰 『.岩崎 小 弥 太』 は論 じて い た"。 また,森 川 英 正 「岩

崎小 弥 太 と三 菱 財 閥 の企 業 組 織 」 は,こ の時 代 の小 弥 太 と専 門経 営 者 との 関係

に つ い て,つ ぎ の よ う な 指 摘 を 行 っ て い る。 「.小弥 太 の 情 熱 を 傾 け た 行 動

〔フ ィルハ ー モ ニ ー活 動一 引 用 者)が 長 老 や 側 近 に よっ て お し潰 され た こ と,

しか も,そ れが 小 弥 太 の幼 少 期 な ら と もか く,社.長 に就 任(1916.年7月一 引 用

者)す る 直 前 の 出 来.事(1916年2月一 引 用.者)で あ っ た こ と,(中 略)こ れ ら

の 事 態 か ら,r長 老 や 側 近 』 か らの 梨肘 を受 け ざ る を得 な くな っ て い る状 況 が

看 取 され 私,そ して,「 長 老 や 側 近』 とは 誰 の こ とか 明 らか で は な い が,現 職

の専 門経 営 者 た ち,あ る い は荘 田平 五 郎 ・豊 川 良 平 ら退 職 した経 営 者 で あ っ た

2)三 菱経済研究所付属 史料館 の 肖像写.真などに よる.=

3)農 牧業、,

4}岩 崎家の個人事業.として経営 され本社が直接関係 しない会社(三.菱 社誌刊行金銅.『三菱社 誌』第

ヨ9.巻,2327パ ージ〕リ

5}三 島康雄一 二二菱財閥の人間像」 し三島康雄編 「三菱財 閥』 日本経済新 聞社,19811F)37ペ ージ.、

なお,森 川英正 は,久 彌は 「単独で企業者的意思決定 と指揮の任 を負 うことので きる人材では な

かった」 と述べていた,森 川英正 「三菱財.閥の経営組織 」『経営志林』法政 大学,第7巻 第4号,

】9ア1年,5ペ ージ。

6)近 藤廉平は不明,荘 田平 六:郎は1910年,豊 川良平は1913年,本 社 を退職 してい る。

7)宮 川隆泰 「岩崎小弥太∬ 中 央公論 杜,1996年,6264ベ ージ。
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ろ う」臨,

こ の よ うな窮 屈 な状 況 の 中 で,小 弥 太 は社 長 に就 任 した。 父弥 之助 よ り副社

長 就 任 の厳 命 を受 け た 際,「 も し.会社 で 名 義 だ け の 虚 職 を擁 す る こ と な ら ば御

免 を被 る,し か し も し実 業 界 に対 し自分 の 考 え を思 う存 分 にや らせ て も らえ る

な らば ご命 令 に従 い ます 」9乏,気 骨 を見 せ た小 弥 太 で あ っ た。 久 弥 時 代 の 旧体

制一 「事 業 部 制 」一一一....に対 し,新 社 長 と して の 自己 を ア ッ ピー ルす べ く新 機

軸 を打 ち出 す こ とが,速 や か に社 内 で の 強 固 な 地 位 を確 立 す るた め の 喫 緊 の 課

題 と して 認識 され.た,と 推 測 され る 。 小 弥 太 は,持 株 会社 へ の組 織 改 革 に よ っ

て,こ れ に応 え たの で あ っ た.1㌦,し た が っ て,こ の 局 面 で は,持 株 会 社 も さ る

こ となが ら,組 織 改 革 そ れ 自体 が 重 要 な 問題 で あ っ た とい え よ う、,

2モ ニ タ リン グ機 能 の 強 化

コ ー ポ レ ー ト ・ガ パ ナ ン ス の 中 心 は モ ニ タ リ ン グ(監 視)で あ る ,と い っ て

も過 言 で は な い 。 三 菱 合 資 会 社 は,当 時,そ の モ ニ タ リ ン グ 機 能 を 強 化 す る 必

要 に 迫 ら れ て い た の だ ろ う か 、,そ の よ う な 観 点 か ら,『 三 菱 社 誌 』 を ひ も と け

ば,以.ド の 事 実 に 遭 遇 す る 。

小 弥 太 社 長 は,持 株 会 社 と な る 年 の.前 年 ユ916年 に,全 社 的 な 会 計 監 査 を 行 い

そ の 結 果 を 報 告 さ せ て い た 、;菱 財 閥 は 早 くか ら 近 代 的 な 会 計 シ ス テ ム を 導 入

した こ と で 知 ら れ る が,報 告 に よ れ ば,そ の 運 用 は 杜 撰 さ が 目 立 つ 憂 慮 す べ き

も の で あ っ た と い う 。 そ こ で 小 弥 太 は,1917年 ユ月 各 部 の 専 務 理 事 な ど に,つ

ぎ の よ う な 厳L.い 「特 別 通 知 」 を 発 し て い る 。 「最 近 各 場 所.會 計 監 査 ノ 結 果 二

徴 シ テ 往 往 會 計 ノ 整 理 完 全 ナ ラ ズ 其 取 締 不 レ分 ナ ル モ ノ ア ル ヲ 発 見 致 候 事 眞 二

8)森III英 正 「.岩崎小 弥太 と」:菱財 閥の企業組織」 「経営志林」法政.大学 コ第2巻4号,1966:年,

78ペ ージ.,岩 崎家伝記刊行会 「岩崎小弥太伝』東烹大学出版 会,1957年,87ペ ーシ.

9)岩 崎家伝記刊行会,前 掲書,7〔,ペー ジ。

10)こ の 点,『岩 崎小弥太伝1は 「実 は.部 の者に若干危惧 の念がなかっ た訳 ではない、,そこで こ

れをF知 した前桂艮 久彌は小弥太の社長就任尚 早論の出る ことを慮 〔つたが,中 略)小 弥太は就

任'牛 後 には早 くも三菱の組織 改革 に着手 し,分 系会社 を設立 して コンサー ン形成の歩 を進めた

ので,婁 きに危.胆の念 を抱いた人々は驚 きの 目を瞠った」 と述べていた(岩 崎家伝記刊 行会,前

掲書,1昭 ベージ).,.
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ヲ以 テ計 算 並 帳 簿 上 二 作 為 ヲ加 フル モ ノモ 有 之 仮 令 其 動 機 ハ 私 利 私 慾 ヲ計 ル 二

品 デ ズ ト難 モ 不 知 不 識 不 正.行為 ヲ誘 起 ス ル ノ機.會ヲ作 り延 テ八 社 紀 紊 乱.ノ端 ヲ

開 ク処 無 之 トセ ズ洵 二寒 心 二 堪 ヘ ザ ル 次 第 二 御 座 候 」汽,特 に 管 理 者 の 立 場 に

あ っ た場 所 長 が,そ の よ うな 不 始 末 に加 担 してい た,と い う事 実 は深 刻 で あ っ

た。 以 上 は,「 事 業 部 制 」 下 の分 権 化 の 行 きす ぎで あ っ た と思 わ れ る 。

で は,「 事 業 部 制 」 時 代 に,モ ラ ル ・ハ ザ ー ドに対 処 す るた め,本 社 に 設 け

られ た部 署 は 何 で あ っ た の だ ろ う か。 職 制 上 、管 事(第2図)が そ の任 に 当 た

る もの と され てい た1㍗が,そ の ドで統 括 事 務 を扱 う実 務 機 関が 見 当 た らな い 。

この よ う な役 割 を 担 う もの と して,チ ャ ン ドラー 「経 営 戦 略 と組織 』 が あ げ て

い た,1920年 代 のGM社 の ゼ ネ ラ ル ・ス タ ッ フ13:1に:当た る統 括 機 関 は,三 菱

の 場 合,持 株 会社 導 入 直 後 の1919年 に作 られ た 監 理 課 の 出 現 を 待 た ね ば な らな

か っ た(第3図,前 槁 第3表),、 「;菱 合 資 会社 職 制 第22条 」 は,監 理 課 を 「当

会社 会 計事 務,当 会社 及分 系 各 会社 ノ会 計 並 二業 務 監 査,社 外 投 資 事 業 二対 ス

ル 監 査,当 会 社 及 分系.各 会社 ノ予 算 決 算 金 融 二 関 ス ル事 務 」[4)を行 う もの と し

11:1「:..1菱社誌1第24巻,3594-3595ベ ージ、.

12)r...1菱 社誌≦第21巻.13〔}1ページ。

13}20年 代のGM社 に存在Lた ゼネラル ・スタッフは,助.言機能が強調されているのがやや異な

る、。チャンドラー.前 掲.冴,16ユー167ページ参照。

14:1『 「菱杜誌』Van巻,4969ペ ージリまた,同 等24条では,「監理課二監察員若干名ヲ置ク 監

察員八専ラ監査ノ事務ヲ掌ル」とされていた」=なお,監 理課のような分系舎利:統括機関は,193〔}

年代に入って消失する点について,拙 稿.持 株会社戦時適合論一一......己斐財閥本社をケースとしてI

i-調査と研究f近 刊r定,を 参照..、
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て い た。 これ こ そ,文 字 通 り,資 金 の 流 れ を 「監 」 視 し業 務 を管 「理 」 す るモ

ニ タ リ ン グ部 門で あ っ た わ けで あ る。 岡崎 哲 「 『持 株 会 社 の 歴 史』 も,そ の存

在 を重 視 してい た喉,

この よ うなモ ニ タ リ ング に特 化 した部 署 の創 設 の た め に組 織 改 革 の必 要 性 に

迫 られ て い た,と い う見 方 が で き よ う=白。 ちな み に,モ ニ タ リ ングの 拠 り所 と

なる 内 規,「 分 系 会社 ト合 資 会 社 トノ関 係 取 極 」171や「分.系会 社 資 金 調 達 並 其 運

用 二 関.スル 取 極 」…寓〕が 制 定 さ れ た の は,そ れ ぞ れユ918年.1月,4月 の こ とで あ

り,監 理 課 の 設置 よ り も早 い段 階 にお い て で あ った(前 編 第3表 淋 高 橋 亀 吉

『株 式 会 社 亡 国論』 が ほ め そ や した 財 閥 の優 れ た監 視 機 能1讐よ,ひ とつ に こ う

した経 緯 をへ て 出 来 あ が つた もσ)であ った 。

3戦 後 プ ラ ンの 存在

デ ュ ポ ン社 に お け る事 業 部 制 の 採 用 は,チ ャ ン ドラ ー 『経 営 戦 略 と組.1に

よ れ.ば,第 一 次 大 戦 の 軍 需 に よ る 急 速 な 規 模 拡 大 の 結 果,戦 後 発 生 す る で あ ろ

う過 剰 施 設 ・過 剰 人 員 を ど う す る の か,と い う問 題 へ の 対 処 か らで あ っ た 。 す

な わ ち,火 薬 ・爆 薬 の ほ か に 様 々 な 新 し い 化 学 製 品 へ 多 角 化 す る こ とで 解 決 が

15)岡II奇 哲=「 持株会社の歴史』筑摩書房,199&T4=,120ベ ージ。

16)も ちろん,事 業部制の総合本社に も設置は ロf能で あるが,す でに完成 され たシステムに導入す

ることは,制 度補完性か ら困難 を伴 う面があ ろう。

17::r三 菱社誌』 第29巻,4322ベ ージ、、

18}「 三菱イ七誌」 第29巻,4447'く 一ジ、,

19)高 橋亀吉 『株式 会社.L国 論」萬.里闇書房,1930年,27ペー ジ。
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図 られ.,そ の よ うな 戦 略 に 従 う組 織 と して,よ く知 られ る よ うに事 業 部 制 が採

用 され た の で あ っ だ の。

で は,三 菱.合資 もそ れ に 類 した戦 後 プ ラ ンを有 して い た の だ ろ うか 。 三菱 財

閥 に お い て,第..・ 次 大 戦 中 に規 模 を拡 大 し,戦 後 過 剰 施 設 ・過 剰 人 員 が 発 生 す

る 可 能 性 の あ る事 業 部 と して は,「 鉱 山部 ・炭 坑 部 」 が 想 定 され る。 しか も,

そ の 分 社 化 は,第..一 次 人 戦 が終 結 す る1918711月 の直 前 の,4月 の こ とで あ っ

た(前 編 第3表)。 そ こで,1.三 菱 鉱 業 社 史』 を調 べ る と,つ ぎの よ うな事 実 に

出 会 う こ とに な る。 す な わ ち,1917年 度 場 所 長 会 議 に お い て,三 菱 合 資 専 務 理

事 は,つ ぎの よ う な[..訓示 」 を たれ て い た、.、1917年は 「空 前 ノ上 景 気 デ ア ル ガ,

併 シ此 反動 ハ 必 ズ予 期 シ テ居 ラ ネバ ナ ラ..ヌ。 果 シ テ然 リ トセバ,石 炭 ノ 『コ ス

ト』 ハ騰 リ収.入.ハ減 少.スル,従 テ 山 ノ維 持 が 困難 トナ ル,其 結 果 可 成 有.為.ノ人

物 ヲ採 用 シテ 異 数 ヲ少 クス ル ト云 フ必 要 ヲ生 ス ル(略),使 用 人 ヲ減 少 シ テ其

ノ能 率 ヲ高 メネ バ ナ ラ ヌ 」Z.'。こ う して,新 会 社 設 立 に 籍 〕 した 人 員 削 減 が も

くろ まれ た の で あ っ た。 こ の他 に も,種 々 の経 営 合 理 化 策 が と ら れ た が,「 新

会社 成 立 ノ用 意 トシ テ今 ヨ リ準 備 シ タ イ ト思 フ」22乏の 口 実 の 下 に,経 営.合理

化 に伴 う ス トレス 回避 が はか られ て い た。

も とよ りデ ュ ポ ン祉 の戦 後 計 画 の よ う に全 社 的 な もの で は な く,;菱 合 資 独

自の もの で は あ るが,事 業 部 か ら三 菱 鉱 業 株 式 会 社 へ の 組 織 変 更 も,そ の よ う

な戦 後 プ ラ ンを伴 っ た もの で あ った こ と を窺 知 す る こ とが で き る。

4株 式 会 社 シス テ ム の メ リ ッ ト

先 行 研 究 が 掲 げ て い た,① 節 税 対 策 ② リ.ス ク 回 避 と 分 散(有 限 責 任 制)

③ 社 会 的 資 金 の 調 達 は,要 す る に 株 式 金 利:シ.ス テ ム の メ リ ッ トの 追 及 と い う

こ と が で き よ う 。 で あ れ ば,こ こ で は そ の 点 を 一 歩 進 め て,持 株 会 社.化 の 理 由

_0)A.D.Chandler,泣 ㍑`6gy侃4漉 剛δ`・・峨Cnmbrirl即,M口ss.,1962.F菱 経済研 究所 訳 『経営 戦略

と組織」 実業之 『本社,旧67年,94-121ペ ージ),

21)三 菱鉱 業セ.メン ト株式 会社総務 部社 史編纂室編 「三菱鉱業社 史1976$一,288ペ ー ジ、

22)「 司 ヒ書,289ペ ー.一ジむ
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を,株 式 会社(分 系 会社)が,事 業 部 とは異 な り,傘 下 事 業 の効 率性 を客 観 的

に測 定 で き る機 能 を備 えて い る,こ とに 求 め る こ とが で き る。 す な わ ち,持 株

会 社 は,株 価 や 配 当 率 な ど に よ 吃.傘 ド会社 の パ フ ォ・一マ ンス を評価 す る こ と

が 容 易 で あ る。 ま た,今 日の 議論 で は,持 株 本社 は,傘..ド 会 社 に対 して株 主 と

い うス タ ン.スで,voiceやexitで 牽 制 し なが ら,株.i三 価 値 を高 め る よ う管 理

して行 け る利 点 が あ る とい わ れ て い る231。は っ き り と意 図 され な い まで も,こ

の よ う な効 率性 を求 め て 持株 会 社 シ ス テ ムが 導 入 され た と見 る こ と もで きよ う。

とこ ろで 注 目す べ き こ と に,当 時 の 日本 に は国 家 レベ ルの 株 式 会 社 奨 励 政 策

が存 在 した、 それ は,大 蔵 大臣 高 橋 是 清 の1913(大 正2)年 の 国会 答 弁 にお け

る,つ ぎの よ うな発 言 に明 らか で あ る。 す な わ ち,株 式 会社 は,.合 資 会 社 に対

して 「課 税 ノ率 ガ'相々低 イ ト云 フ御 質 問 デ ア リマ ス ガ,是 ハ 凡 ソ此 国際 間 ノ貿

易 ノ競争 ヲ致 シマ ス ル ニハ,最 モ此 小 サ ナ ル資 本 ノ.合同 シ テ大 ナ ル資 本 ノ結.含

ヲ国家 ハ必 要 トス ル ノ デ ゴザ イ マ ス,而 シテ此 資 本 ノ大 結 合 ヲ致 シ マ ス ル ノハ,

即 チ株 式 組 織 ト云 フモ ノ が最 モ 必 要 ナ モ ノデ ア リマ ス ル ニ依 ッテ,ソ レ故 二 他

ノ合 名 会社 若 クハ 合 資 会社 ト比 較 シ マ ス ル ト,相 々低 イ率 ヲ用 イ タル次 第 デ ゴ

ザ イマ.ス野 。前 編 第 田草 に 見 た,.一:菱 合 資 の持 株 会社 化 の 理 由 を 「節税 対 策 」

に求 め る 先 行研 究 は,1913(大 正2)年 の税 法 改 正 に よ り株 式 会社 の ほ うが 合

資 会 社 よ りも税 率 の点 で有 利 で あ っ た か らで あ る,と して い た 。 しか し,そ こ

で は,な ぜ 株 式 会社 の 法 人税 率 が 合資 会社 の そ れ よ り も低 か った の か,に つ い

て は 不 問 に付 して い た 。 ヒの 高橋 の 発 言 は,衆 議 院 議 員増 田 義 一 の 「合 資 会 社

(13%引 用 者)ト 株 式 会 社(6.2596一 引 用 者)ノ 問 二 非 常 ノ差 ヲ付 ケ ラ レ タ

理 由 ハ ドウデ アル カ,率 ノ其 差 ハ 余 リ激 シ クナ ル ガ,ド ウ云 フ訳 デ アル カ」 と

の 質 問 に答 えた もの で あ っ た 。

第4図 は,日 本 の株 式 会 社 の 社 数 の推 移 を調 べ た.もの で あ る。 持 株 会 社 が 導

入 され た]917年 の 前 後 に,そ の社 数 が増 大 して い るの が..・見 して わ か る。 橘 川

23)小 田切宏之 「;経済学からみたコーポレート・ガバナンス一諾のためのコーポレー ト・ガバナン

スか」『ジュリスト』且〔}50号,=19944,84ページなと㌔

24)「 官報号外191㍗訳 正2,年3月13[.1」(衆 議院議事速記録第8号)102ベ ージ.
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出所:『ヨボ統計年鑑」をもとに竹ぞ成。

武郎 『日本 の企 業 集 団一 期.閥 との 連 続 と断 絶 』 は,持 株 会社 シス テ ムが 第 一 次

世 界 大 戦 前後 の コ ン ッ.Lル ン形 成 運 動 の過 程 で導 入 され た と論 じて い だ`レが,

実 は そ れ は こσ)よ うな株 式 会 社 奨 励 政 策 を内 包 す る もの で あ っ た。

5ガ ル ブレイ ス畜ネサ ンソ ン理 論

以 上,F覆 合 資 会 社 の 持株 会社 化 の 理 由 を見 て きた が,最 後 に,な ぜ 事 業 部

制 よ り持 株 会 社 の ほ うが 異 業種 の 効 率 的 統 合 に 適 合 的 な の か,を 検 討 して お き

た い 。 や や 難 問 で あ る 、,つい て は,ガ ル ブ レイ ス=ネ サ ン ソ ンの 理 論 を と りあ

げ る こ と に しよ う。

(1:〕理 論 的帰 結

ガル ブ レ イス ・ネ サ ン ソ ンは,そ の組 織 論(岸 田 民樹 訳 『経営 戦 略 と組 織 デ

25)橘 川武郎1.11本の企業菓団一則.閥との連続と断絶」有斐闇,1996年,41ぺ..ジ..
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ザ イ ン』 白桃 書 房,19891,)の 中 で,広 範 な実 証 研 究 を基 に して,「 無 関 連 事

業 を吸 収す る場 合 は持 株 会 社 が,関 連 の あ る製 品 ラ.インへ の 多 角化 の 場 合 は事

業 部 制 が,適 合 的 で あ る」26)とい う結 論 を示 して い た。 こ れ は,チ ャ ン ドラ ー

の 命題[組 織 は戦 略 に従 う」 を承 継 しそ れ を発 展 させ た もの で あ っ た。

す な わ ち,ガ ル ブ レ イス ・ネサ ンソ ンは,ま ず 「要 点 は,固 定 した 発展 順 序

はな い とい う こ とで あ る。 た だ し,ど ん な場 合 で も どれ か の パ ター ンの組 織 成

長 が支 配 的 に な る こ とは あ る、,が,一 つ の.パター ンが支 配 的 で あ る と して も,

少 数 の 企業 が 別 の 道筋 を辿 る こ とは あ る」 と,例 外 もあ る こ と を慎 重 に断 っ た

う えで,「 関連 事 業 へ の多 角化 戦 略 を追 求 しよ う とす る 内部 成 長志 向 の 企業 は,

事 業 部 制組 織 を採 用 す るで あ ろ う.組 織 が 辿 り得 る第 三 の 道 筋(第 一 は職 能 別

組 織,第一 二は事 業 部 制一.引 用 者)は,買 収 に よ って 多角 化 し,無 関 連 事 業 へ の

多 角 化 戦 略 を 追 求 す る こ とで あ る。 こ の よ う な企 業 は持 株 会 社 や コ ン グ ロマ

リ ッ トとな るで あ ろ う。 どの 場 合 に も,組 織 構 造 は戦 略 に適.合 して い る」 と論

じて い た 。 し たが っ て,事 業 部 制 か ら持 株 会 社 へ 移 行 す る ケ ー ス は,「 事 業 部

制組 織 が 外 部 成 長 を追 求 して,無 闊 達 な事 業 へ と多 角化 す る場 合 で あ る。 持 株

会社 へ の 移行 が生 じる の は,新 し く買収 した事 業 が,既 存 の組 織 構 造 に統 合 さ

れ な い と きで あ る 」 と して い た の で あ る2ア㌧,

さて,1917年 の 三菱 合資 会社 の 「事 業 部制 か ら持 株 会社 へ」 の組 織 変 更 の 理

由 は,以 上 の ガル ブ レ.イス」 ネサ ン ソ ンの理 論 に よる な らば 明快 に説 明 す る こ

とが で き る。 す な わ ち,そ れ は 「.事業 部 制 」 時代 の 業種 に対 し,三 菱 合 資 が 新

た に 「製 鉄 」・「倉 庫 」・「損 保」 の事 業 を取 り込 も う とす る場 合 で あ り(前 編:第

1図,第2図),「 無 関 連 な事 業 へ と多 角 化 す る場 合 」,な い し新 しい 「事 業 が,

既 存 の組 織 構 造 に統 合 され ない と き」 に当 た って い た。 三 菱 合 資 は,こ の よ う

な理.論の帰 結 と して,持 株 会 社 シ ス テ ムへ の ドラ イ ブ を と っ た と考.えら れ る。

した が っ て,三 菱.合資 の場 合 そ の 前 提 と な っ た 「事 業 部 制 」 が,「 本 来 の 事 業

26)」.R.Galbraitl1&D.A.N≡1τhan5UI【,5`rμ'㎎y加沖セ〃rピ〃!ゴ'ノドθ'!∫T'`6R尻εゼ5f服r加マ'照4片oご己iエ

1977、〔岸田民樹訳 『経常戦略と組織デザイン.JI白:桃書房,1939年,112ベ ージの表8-1:1..

27〕 以上,GIIlbri【ith&N己tha=lsくm,ガゐ磁,邦訳138-14〔}ページ.



持株会社による組織革新(2)(31)31

部 制 」.と も 「日本 的 事 業 部 制 」 と も決 定 的 に異 な り,ひ とつ の 本 業 か ら成 る も

の で は な く 「造 船 」・「銀 行 」・「鉱 業 」 とい う無 関 連 事 業 か ら編 成 され て い た 点

が,持 株 会 社 へ の重 要 な布 石 とな っ た の で あ る 。 い い か え れ ば 、三 菱 「事 業 部

制 」 は,本 来 な らば事 業部 制 よ り も,む しろ 持株 会社 形 態 を選 択 す べ き性 格 を

備 えて い た の で あ っ た 。

② 理 論 的 限界

で は,〈 関 連事 業へ の多 角化 → 事 業 部 制,無 関 連 事 業 へ の 多 角 化 → 持 株 会 社 〉

とす る根 拠 は何 で あ ろ うか 。 ガ ル ブ レイ ス=ネ サ ンソ ンの理 論 は,こ の 点判 然

と しな い。 そ れ は,同 理 論 が 実 証研 究 に よ る もの で あ り,米 国 で は そ の よ うな

ケ ー スが 多 数 だか らで あ ろ う。 そ こで,ガ ル ブ レイ ス ・ネサ ン ソ ンが 承 継 す る,

ウ ィ リ ア ム ソ ンの 取 引 費 用 説 に よ って,本 稿 が 説 明 を試 み る な ら ば,無 関連 事

業 へ の 多 角 化 を事 業 部 制 に よ って行 う と き は,一 法 人 の 中 に複 数 の 業 種 が 包 含

され る こ と に な り管理 が複 雑 化 して,取 引 費 用 が 増 大 す るか らで あ ろ う。 ま た,

関 連 事 業 へ の 多角 化 を 分社 化 に よっ て行 う と きは,細 分 化 しす ぎ る こ と に な り

か え って 非効 率 を生 み,こ れ また取 引 費 用 が 増 大 す る か らだ と思 わ れ る 。

た だ米 国 に お け る実 証 研 究 で あ る だ け に,こ の 理論 で は,わ が 国 に お い て,

関 連 事 業 へ の 多角 化 で あ りなが ら,(事 業)持 株 会 社 形 態 を とっ て い た新 興 コ

ン ツ ェル ン』,や,今 日 しば しば見 られ る分 社 化 鋤を 説 明 し きれ な い こ とが 問 題

で あ る 。 この よ う に 限界 も有 す る同 理 論 で は あ る.が,〈 関 連 事 業 へ の 多 角 化 →

事 業 部 制,無 関 連 事 業 へ の 多 角 化 → 持株 会 社 〉 と い う結 論 は,直 観 的 に説 得 力

を有 す る もの とい え よ う。

28)1930年 代 に発展す るも日中戦争期 には早 くも存亡 の危機 を迎 えたのは,同 理論 か ら事業部 制で

行 くべ き ところ持株会社形態 を採用 したため非効率 に陥ったからである と,い ちおう説 明で きる

か もしれない。

29)わ が国で は,関 連事業 を子会社 と して スピン才フす る事例 はよ くあ り,同 理論 からは説明が つ

.かないが,こ の場合 は垂直統合の国,米 国製理論の限界 とい うべ きか。
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Vお わ り に

以上.見て きた よう に,三 菱 合 資 会社 に お け る,1917～19年 の 「事 業 部制 」 か

ら持 株 会社 へ の組 織 変 更 は,先 行 研 究 が 考 え た 以上 に,コ ー.一ポ レー ト ・ガ バ ナ

ン スの 意味.合いが す ぐれ て濃 厚 で あ っ た。 つ ま り,そ れ は単 な る組 織 改 革 に と

ど ま る もの で は な く,「 組 織 革 新(organizationalinnovation)」:雪u}と 呼 べ る もの

で あ っ た の で あ る。 そ れ は,ち ょ う ど,1920年 代 米 国 の デ ュ ポ ン社 やGM社

の 組織 革 新 と同 時代 的 な もの で あ っ た 。

そ こで,本 稿 の 考 え る 三菱 合資 会社 の 持 株 会社 化 の理 由 を,振 り返 りま とめ

てお こ う。① まず そ の 持 株 会 社 化 は,38歳 の 小 弥 太 が 新 社 長 に就 任 す る際 の,

地 位 確 立 を はか るパ フ ォー マ ン スの 血 が あ った,② また そ れ は,「 事 業 部 制 」

下 に お け る 春 場 所 の 乱 脈 経 理 を正 す,モ ニ タ リ ン グ 強 化 策 で あ っ た。 ③ そ し

て,第..一 次 大 戦 中 に規模 を拡 大 した 鉱 山部 ・炭 坑 部 にお い て は,分 社 化 は,戦

後 をお もん ば か って の リス トラの[実 に も利 用 さ れ た 。④ さ らに,傘 下 事 業

の株 式 会 社 化 の メ リ ッ ト(た と え ば,株 価 に よ れ ば,事 業 部 制 よ り評 価 が 容 易

な こ と)の 追 及 が はか られ て い た。⑤ また 異 業 種 の 効 率 的 統.合 に と って は,

ガ ル ブ レイ ス=ネ サ ン ソ ン理 論 に よれ ば,持 株 会 社 の ほ うが 「事 業 部 制 」 よ り

も適合 的 で あ っ た、,先行 研 究 との 関係 につ い てふ れ て お け ば,つ ぎの よ う に な

る 、、④ に つ い て は,本 稿 は先 行 研 究 が 理 由 とす る 「節 税 対 策 ・リス ク 回避 と分

散 ・社 会 的 資 金 の調 達jに,さ ら な る株 式 会社 の.メリ ッ トを 追加 した もの で あ

り,⑤ につ い て は,「 異 業 種 の効 率 的 統 合 」 の 内容 を,新 た な理 論 を導 入 し深

め る もの で あ る 。

と ころ で,は じめ に 見 た よ うに,第 二 次持 株 会社 設 立 ブ ー ム と し.て,最 近,

持 株 会社 に よ る 企 業 統 合 が 相 次 い で い る の で あ る が,あ る い は統 合 効 果 を疑

問 視 し,あ る い は 株 主 代 表 訴 訟 逃 れ で あ る と し て批 判 の 声 も あ が っ て い

ヨα 組織が,内 部運営問:題に直面 してM型 組織化すること。ウ・リアムソン,浅 沼萬里 ・MAY晃

訳 「市場 と帝業組織』 日本評論社,1980年,229..231ペ ージ..Chandler,め嵐,.邦訳283-297ペー

シ...
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る1川。 本 稿 は,持 株 会 社 に よ る コ ー ポ レ ー ト ・ガ バ ナ ン ス の,も っ ぱ ら 良

い 面 に 光 を 当 て て き た が,今 後 ど の よ う な も の に な る の か,そ の 動 向 を 見

ま も る こ と にL.た い 。
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31}『 朝 日新 聞」200-1年 】月15口 付 は,「 待 ち株会社 なお課題」 とい う見 出 しの下 に,持 株会社設立

ブームに警鐘 を鳴 らす記事 を掲載 している,,


